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〇議長（中井寿夫君） ただいまから令和３年余

市町議会第４回定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は16名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、昨日に引き続

き一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 発言順位４番、議席番号10番、彫谷議員の発言

を許します。 

〇10番（彫谷吉英君） 令和３年余市町議会第４

回定例会において一般質問通告しましたので、答

弁よろしくお願いいたします。 

 件名、小樽、余市間の風力発電施設の建設計画

について。小樽と余市にまたがる毛無山周辺の国

有林に建設を計画している風力発電施設について

環境への影響や地域住民の賛成、反対の意見もあ

ると思いますが、町長の見解を伺います。 

 町営斎場の建設について。町営斎場の建設につ

いては町の長年の課題であり、現在の町営斎場の

老朽化の課題もたくさんあると思います。長年施

設の大規模改修なども行っていないため、大規模

な災害が発生した場合には使用が厳しくなるおそ

れがあります。町民は早く斎場を造ってほしいと

願っています。以下、伺います。 

 町営斎場の現在の梅川の場所の地形や山水の流

れを過去の担当者の方々はどのように考えていた

のか。 

 以前町長から約４億円の支出があったと話があ

りましたが、その支出経過と設計業者への検証は

どのようになっていますか。また、設計業者への

対応について担当弁護士とこれまでどのようなや

り取りをし、今後どのように対策を取っていきま

すか。 

 以上、２つよろしくお願いいたします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 10番、彫谷議員の小樽余

市間の風力発電施設の建設計画に関する質問に答

弁します。 

 余市町といたしましては、基本的に再生可能エ

ネルギーを推進する立場にあります。本計画の事

業化に当たっては地域住民の理解が十分に得られ

るよう丁寧な説明と誠意ある対応を事業者に求め

ていきます。 

 次に、町営斎場の建設についての１点目の現在

の梅川の場所に関する質問ですが、現在の町営斎

場は昭和48年から供用されて、48年にわたり利用

している施設であります。この間の利用の中では

大きなトラブルもなく利用できてきたことから、

建設適地として考えたところであります。 

 ２点目の町営斎場建替事業の支出経過ですが、

基本計画策定業務に約160万円、設計業務に約

2,600万円、工事に約３億6,000万円、その他管理

業務等に約1,700万円を支出しております。また、

今後の対応につきましては、現在梅川を含め町営

斎場建替事業の適地選定業務を実施しており、そ

の結果を踏まえて斎場建設地を決定しながら対策

等について検討してまいります。 

〇10番（彫谷吉英君） ＣＯ２削減や自然エネル

ギーが昨今うたわれています。それに伴って太陽

光発電や風力発電が急速に進展しています。自然

エネルギーに対してどのような思いを持っておら

れるのかお伺いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 10番、彫谷議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 自然エネルギーに対する思いですけれども、先

ほども申し上げましたとおり、町としても再生可

能エネルギー、自然エネルギーですけれども、そ

れを推進する立場にありますし、私自身もオフカ

ーボン、ＣＯ２の排出削減には非常に前向きで、

賛同する立場にあります。 

〇10番（彫谷吉英君） 町として環境保全や眺望、

景観上の影響をどのように感じているのか。また、
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計画に反対する小樽と余市の町民団体が計画の中

止を求めています。事業計画を是認するのでしょ

うか。小樽は慎重姿勢を示していますが、町長は

どういう判断をしますか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 10番、彫谷議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 本件事業計画につきましては、事業者のほうで

住民に説明するように求めるという立場です。 

〇10番（彫谷吉英君） それでは次に、火葬場の

問題についてご質問します。 

 火葬場の機械の火葬炉を３基もう既に用意して

いるということですが、どこに保管してあります

か。 

〇町長（齊藤啓輔君） 10番、彫谷議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 現在富士建設工業という会社に保管をお願いし

ているというところでございます。 

〇10番（彫谷吉英君） それは、もう何年前から

頼んでいるのでしょうか。そして、それの現在で

の補償費は払っているのでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 10番、彫谷議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 火葬炉に関しては、令和元年度から保管をお願

いしており、現在は保管料を払っている状況です。 

〇10番（彫谷吉英君） 今これから火葬場が新築

されるということで、機械も新しく進んでいるの

ではないかと思われるわけですけれども、これ何

年に、元年度ですから、相当もう古くなった機械

をつけるということになるのですけれども、今、

日進月歩で新しい機械が次々とできている状態だ

と思われますけれども、その辺はどういうふうに

思っていますか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 10番、彫谷議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 火葬炉に関してはまだ３年なので、そんなに早

急に技術革新が起こるとは思えませんけれども、

いずれにせよ全体の中で火葬炉のスペックも含め

て見ていくことになるかと思います。 

〇10番（彫谷吉英君） これから火葬場はどのよ

うに進めていくのか。町の考え方、３か所くらい

に絞っていると思われますけれども、これ町民が

期待していますので、早急に場所の選定をしてい

ただきたいと思います。 

〇議長（中井寿夫君） 答弁要りますか。 

〇10番（彫谷吉英君） どこまで絞っているのか

質問します。 

〇町長（齊藤啓輔君） 10番、彫谷議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 先ほど申し上げましたとおり、適地選定業務を

行っておりますので、その中で各ポイントを検討

しながら適地の選定を進めているというような状

況です。 

〇10番（彫谷吉英君） １つ抜けているのですけ

れども、４億円の支払いについて担当弁護士との

今後の流れや考えをどのように考えているかお聞

きします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 10番、彫谷議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 担当弁護士と連絡取り合っているかどうかも含

めて、本件に関しては事務の適切な執行に支障を

来すおそれがありますので、この場で答弁は控え

させていただきたいと思います。 

〇議長（中井寿夫君） 彫谷議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時１２分 

                              

再開 午前１０時２０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位５番、議席番号18番、岸本議員の発言

を許します。 

〇18番（岸本好且君） 令和３年余市町議会第４
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回定例会に当たり、さきに通告しております２件

について質問いたします。町長におかれましては、

答弁のほうどうぞよろしくお願いいたします。 

 １、高齢者等単身向け住宅の整備について。高

齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らすこと

のできる住宅の環境整備は生活する上で最も重要

なことです。特に住宅に困窮している高齢単身者

にとっては喫緊の課題です。しかし、本町の入居

要件を満たしている高齢者等単身向けの町営住宅

は少なく、一部を除き高齢単身者にとって厳しい

条件にあります。そのため、年３回の入居申込み

が殺到する場合もあり、希望がかなわない方も多

いと聞いております。平成13年、高齢者の居住の

安定確保に関する法律が制定され、高齢単身者の

住まいの確保の環境も拡充されてきましたが、収

入面でどうしても入居ができず、本町においても

冬を前にして不安を抱えている方も多いのではな

いでしょうか。よって、年々増加傾向にある高齢

単身者、特に住宅に困窮している方にとっては公

の施設である町営住宅は大きな存在です。以下、

今後の高齢者等単身向け住宅の整備についてお伺

いいたします。 

 １、今年度の高齢者等単身向け住宅の申込み状

況について。 

 ２、最近の高齢単身者の住宅困窮状況の動向に

ついて。 

 ３、今後高齢者等単身向け住宅を増設する計画

について。 

 ４、本町の民間賃貸住宅への入居支援の取組に

ついて。 

 ２、町独自の出産助成事業の実施について。出

産、子育てまで一貫して子供の育ちを支援し、母

子はじめ家族全体の心身の健康、出産時の経済的

負担をサポートすることは自治体にとって重要な

施策の一つです。本町では近場の産科医療機関が

町から離れており、妊産婦のほとんどは近隣の市

での出産を余儀なくされております。妊産婦の経

済的負担軽減と安心して子供を産み育てる環境を

整えるため先進地では分娩に伴う妊産婦や付添人

の交通費をはじめ宿泊費についても厚く手当てし

ている自治体もあります。北海道も妊婦健診時や

出産時の交通費を補助する出産助成事業を既に行

っておりますが、対象は近場の産科医療機関から

25キロ以上離れた妊産婦に限られています。ただ

し、本町には分娩できる産科医がなく、小樽など

近隣の医療機関に頼るしかない現状が長い間続い

ています。妊産婦の経済的負担を少しでも軽減す

るため健診、出産が近距離でも道と同額の交通費

を町独自で補助する支援策を実施してはどうかと

考えます。この町に住み、家族全体で安心して子

供を産み育てる環境の向上は余市町にとっても最

も重要な施策の一つと考えますが、町長の見解を

お伺いいたします。 

 以上、よろしくお願いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の高齢者

等単身向け住宅の整備についてに関する質問に答

弁します。 

 １点目の今年度の高齢者等単身向け住宅の申込

み状況についてに関する質問ですが、４月におい

ては募集戸数７戸に対し１件、７月においては募

集戸数６戸に対しゼロ件、10月においては募集戸

数７戸に対し４件の申込みとなっております。 

 ２点目の最近の高齢単身者の住宅困窮状況につ

いてに関する質問ですが、１点目で答弁しました

とおり、今年度の町営住宅募集件数20戸に対し５

件の申込み状況となっており、高齢単身者の住宅

困窮度合いは低いものと考えております。 

 ３点目の今後高齢者等単身向け住宅を増設する

計画についての質問ですが、本町が管理する公営

住宅は569戸あり、そのうち60戸が高齢者等単身向

け住宅となっており、本年11月末現在での入居戸

数は54戸であります。今後においては、人口減少

等を勘案し、余市町公営住宅等長寿命化計画の中

で高齢者等単身向け住宅の戸数を設定してまいり
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ます。 

 ４点目の本町の民間賃貸住宅への入居支援の取

組に関する質問ですが、現在本町ではそのような

取組は行っておりませんが、今後の社会情勢、人

口減少等により公営住宅等の供給方法の中で検討

をしていかなければならないと考えております。 

 次に、町独自の出産助成事業の実施についてで

すが、北海道は妊産婦に対する補助事業として、

自宅から最寄りの分娩可能な医療機関までの距離

に応じた妊婦健診時等の交通費を定額で助成して

おりますが、余市町は距離要件を満たさないため

に補助対象には該当しておりません。安心して子

供を産み育てる環境づくりは大変重要だと考えて

いるところであり、周産期医療に関しては町独自

で妊婦健診の遠隔診断を試験的に導入するなど負

担軽減に取り組んでいるところです。町独自の妊

婦健診等への交通費助成につきましても、子育て

推進に関する施策の一つとして前向きに検討して

いきます。 

〇18番（岸本好且君） それでは、最初１点目の

高齢者等単身向け住宅の整備についてから再質問

させていただきます。 

 今町長から数字も含めて詳しく答弁がありまし

た。数字を見る限り高齢者、今回私は単身向けの

住宅の関係について質問しておりますけれども、

数字的には少ない、住宅が現に足りない状況では

ないということです。しかし、住宅自体ももう築

何十年もたって、若い人でも冬のこと考えるとそ

この場所ではなかなか希望としては条件に出さな

いということで敬遠する方も多い。特に高齢者、

ご夫婦でいらっしゃる場合についてはまだあれで

すけれども、単身となりますと特に女性の方が多

いので、そういうことで敬遠される団地もあるよ

うに聞いております。美園団地のＢは大変人気が

あるということで、そこに希望が殺到していると

いうことで、それ以外について担当課のほうでも

苦慮していろいろ説明されていると思いますけれ

ども、敬遠される山田団地、沢町、中町団地とあ

るわけですけれども、こういう状況、町営住宅の

入居者の選考委員会というのがありますけれど

も、その委員の方も大変苦慮しているということ

も聞いておりますので、こういう入居者の希望、

生活状況もありますけれども、一部に集中して、

なかなかほかのほうに入居がされていないという

状況、この実態を町部局、町長含めてどのように

捉えているかお聞きしたいと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 質問の趣旨としては、美園団地Ｂ棟にのみ応募

が殺到してというようなことが背景にある質問だ

と思いますけれども、もちろん築年数が一番新し

いのが美園団地であります。そこに、きれいなと

ころに住みたいというような希望は分かります。

他方で、町としてはやはり公営住宅の運営にも、

町として運営するのも限度がありますから、現在

の町営住宅の運営の中で居所に困窮していたり、

困っているのであれば、空いているところに入っ

ていただくのがいいでしょうというような立場で

はございます。 

〇18番（岸本好且君） 今、今年度に限り４月、

７月、10月の申込み状況のお答えがありましたけ

れども、やはり10月は冬を目の前にして数が多い

ということです。夏場についてはゼロ件というこ

とで、多い月、少ない月、今回の冬を前にして少

し多いだとか春先だとか、そういう状況というの

は、今年度の数字ですけれども、過去から見てど

うなのでしょう。こういう傾向というのは月によ

ってアンバランスというのがやっぱり出ているの

でしょうか。その辺ちょっとお聞きしたいと思い

ます。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 私が見る限りでは、月による傾向というよりは

募集の空き状況による傾向ではないのかなという
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ふうに思っています。 

〇18番（岸本好且君） １点目のほうは状況分か

りました。 

 ２点目に入ります。私心配しているのが、特に

今回高齢者の単身者の住宅の関係でちょっと危惧

しているのはやはり住宅に困窮している方が多い

ように思っています。実際申込みするかしないか

は別として、町営住宅に申込みされる場合、住宅

困窮状況調査票というのが提出されることになっ

ています。現在住んでいる住宅状況や建物の状況、

一番は現在入っているところの家賃だとか、そう

いう収入に対する割合、大変割合が多くなってい

る高齢単身者の方については町営住宅にやっぱり

そこで頼るというのが多いと思います。そこの内

容については個人情報の関係もありますので、答

えられる範囲で結構なのですけれども、担当課で

特に高齢単身者の住宅における困窮は、これ今年

度に限らず少しずつ何か変わってきている部分が

あるのか、それの方向、何か捉えている部分があ

るのか、ちょっとその辺の困窮の度合いとか状況、

時代とともに変化してくると思うのですけれど

も、その辺は何か捉えているものありますか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 本件に関しては福祉部門にも確認しております

けれども、町営住宅入居者以外でも困窮している

のかどうかということに関しては困窮していると

いう相談は福祉部門にありません。 

〇18番（岸本好且君） そうですか。ちょっと私

実際民間のほうなかなか分かりません。公営住宅

の関係についてそのような話が多くちょっと聞か

れるということですけれども、もう一点なのです

けれども、今コロナ感染拡大が落ち着いたとはい

えいまだ終息立っておりませんけれども、そんな

状況の中でコロナの感染以前とコロナ禍になっ

て、例えば、これ高齢単身者といっても60歳以上

ですので、まだまだ働いている方がいらっしゃい

ます。ただ、コロナの関係だとかいろいろな関係

で、そればかりでなくて、収入の面で少なくなっ

て、町営住宅に求めてくるという方も多いと思い

ます。そのようなコロナ前と今とちょっと変わっ

たところというか、そういうことがあるでしょう

か。もしあればちょっとお聞きしたいと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 先ほども申し上げましたが、コロナ前後にかか

わらず福祉部門に困窮状況を確認しております

が、そのような質問は今のところありません。 

〇18番（岸本好且君） ２番目は分かりました。 

 ３番目入ります。高齢者向け、単身向けの住宅

を増設する計画についてちょっと質問しましたけ

れども、現在569戸のうち60戸が高齢者用というこ

とで充足がきちんとされているということで、数

字的には分かりました。ただ、この町営住宅が盛

んに建設された時期というのは高度成長時代で、

当時は住宅事情も、相当前の話です、悪くて、家

族の人数も増えたりして、現役の人に住宅提供す

るのがやはり自治体としても、余市町だけでなく

てほかの地域も盛んに公営住宅を建設した時期が

続いて、その後サ高住も含めて民間の住宅も最近

では増えてきて、住宅事情も変わってきています。

しかし、町長も先ほど答弁ありましたように、人

口減少が進んで、高齢者の方もやはり単身が非常

に増えてきたと。いろいろな事情によって収入面

だとかいろいろな面で町営住宅希望する人が多

い。だけれども、数字的には今充足されていると

いうことなのですけれども、そこには町営住宅申

込みしたいのだけれども、いろいろな条件だとか

距離的なことだとか、そういうことでなかなか申

込みまでいけない、そして困窮しているというの

がやはり多いと思うのです。ですから、もっとも

っと、私は今回単身用で質問していますけれども、

単身者の方がそこに住みたいと、住む住宅を求め

ているということはやっぱり町民の方は多いので
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はないですか。そのようなことなのですけれども、

町長、その辺どのような見解をお持ちでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 数値に基づかないことを主張されてもちょっと

私は何とも言えません。答弁できないので、もち

ろん福祉部門でも調べて、困窮している状況はな

いというふうに聞いておりますので、何かありま

したら個別具体的に相談いただければと思いま

す。 

〇18番（岸本好且君） 増設することについては

いろいろ数字のこともあって、なかなか新設する

ということは財政的にも含めてそれは難しいとい

うことなのですけれども、町営住宅の入居条件、

要件といいますか、いろいろ単身世帯だとか単身

可だとか、それから高齢者単身向けとか要件が決

められていますけれども、これ町営住宅の管理を

する上で条例等、規則等がありますので、なかな

か難しいと思いますけれども、やはり高齢者の単

身用を、新しくするのは無理として、少しでも要

件を緩和といいますか、これ例えばの話なのです

けれども、黒川団地もすごく人気があって、そこ

には高齢者の単身はない、何とかなりませんかと

いう話はよく担当課も聞いていると思うのですけ

れども、いろいろ国の借入れの関係だとか、そう

いうことで建てた経緯がありますので、その要件

を変えるというのは非常に難しいと思うのですけ

れども、もし可能な限りそれに努力して、例えば

黒川団地、全部で５階で39室あると思いますけれ

ども、１階の部分だけでも、どういう部屋の中に

なっているかちょっと分かりませんけれども、高

齢者のためにそこを要件を変えるようなこととい

うのは今後可能なのかどうか、検討する余地があ

るのかどうか。私としては可能な限り変えていっ

て、少しでも増設しないで既存の住宅で対応でき

るものであれば方法を考えてはどうかと思います

けれども、そこら辺はどうでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 高齢者単身向け住宅は今充足、空きがあるので

す。ですから、入れる状態にあるのですが、何か

お困りの点があるということでしょうか。黒川団

地に関しても高齢者単身向けの住宅については追

加もしておりますし、空きが出ればそこに入れる

というような状況であります。 

〇18番（岸本好且君） 申込みしない理由の中に

そこに入るのが大変、やっぱりそこで住宅を替え

て住むということはこれ特に高齢者の方、住宅を

次から次に替えられるわけありませんので、これ

からずっと住む場所ですので、それはいろいろ考

えた上での結論だと思いますけれども、少しでも

そういう条件といいますか、高齢者が入りやすい

ようなものつくっていくのが必要ではないかとい

うことでちょっと申し上げた次第です。３番目に

ついては分かりました。 

 高齢者向け住宅の最後の質問なのですけれど

も、民間賃貸住宅への入居支援について、これに

ついてもいろいろ支援している自治体もあるよう

に聞いていますけれども、ちょっと詳しいことは

私も勉強不足でよく分かりませんけれども、そう

いう制度設計を、公の住宅が老朽化で管理する上

で非常に費用がかかったり、それから実際に住む

方がなかなかそこには入りづらい条件を少し民間

の住宅にシフトしていく、民間さんは要件のいい

ところに建てられていますので、そこに少しでも

住む支援を今後していく、制度をつくっていくと

いうのも今後必要でないかと思いますけれども、

現時点のそういう考え方といいますか、そういう

ことがもしあればお聞きしたいと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 本件に関しては、私は着任したときから担当部

局に言っていますけれども、公営住宅、自治体が

管理する時代というのはやはりもう時代遅れにな
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ってきていますし、メンテナンスのコストもかか

りますので、それとのバランスで家賃補助のほう

が理があるのであればそちらに切り替えていくべ

きではないのかというのは前々から言っている話

であります。そのようなことも踏まえて現状、社

会情勢の変化ですとか、先ほど申し上げましたと

おり、人口減少等を踏まえて供給量を全体の中で

検討していきたいというふうに思っています。 

〇18番（岸本好且君） 分かりました。住むとこ

ろを変えるというのはいろいろなそれぞれ事情が

あって、変えるわけですから、そういう希望され

ますから、若い人でも大変なことですので、特に

高齢者、もしそういうのがあった方については住

宅というのは大変な思いをして移られる、希望す

るということで、そこに少しでも町が、長年余市

町で、全ての人ではありませんけれども、余市町

のためにずっと頑張ってこられた方が多いと思い

ますので、やっぱりそこは手当てしてあげればよ

ろしいかなと思いますので、今後ともよろしくお

願いしたいと思います。 

住宅の関係は終わります。 

次に、町独自の出産助成事業の実施について町

長からるる説明がありました。最近は、新聞にも

載っていましたけれども、小樽協会病院は既にや

っているかな。今度新しい小樽のレディースクリ

ニックもオンラインで健診をするということで新

聞にも載っていました。それは大変いいことです

ので、今後これをやはり産科医のない地域で、余

市町は以前は協会病院でたくさんの方がそこで出

産をされたという経緯からすると、今は余市町で

産み育てることができない。その点小樽、もしく

は札幌に頼っているということなのですけれど

も、確かにオンラインはオンラインで、これはこ

れで結構なのですけれども、実際そこにせめて交

通費を援助していくという自治体も増えてきてい

ますので、これからいろいろな方が余市に住んで、

ここで子育てをしていきたい、産み育てていきた

いという人のためにもそんな面で補助支援をして

いくというのが一つのまちづくりの根本的、基本

になる施策だと思いますけれども、何とか独自の、

町長からは前向きな言葉いただきましたけれど

も、ぜひその実現に向けて早い時期にその方向を

出していただきたいと思いますけれども、再度そ

の点お聞きしたいと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 こういうすばらしい前向きな提案は、歓迎すべ

き質問だというふうに考えております。先ほども

申し上げましたとおり、やはり子育ても今後のま

ちづくりに非常に重要なわけでございますから、

現在国のほうで出産助成金42万円でしたっけ、出

していますが、そもそもそれ以上かかる分は国費

で全部出すべきだというのが私の考えですし、子

育てに関する経費はやはりどこの自治体も予算に

限りがあるから、そういうのはきちんと国費で見

るべきだというのは私の主張でありまして、余市

の場合は小樽まで19キロで、25キロ以上が該当す

るので、北海道の要件には当てはまらないのです

けれども、もちろん産科がないわけですから、こ

ういうのは予算の許す範囲で前向きに取り組んで

いくべきものだというふうに考えています。 

〇18番（岸本好且君） ぜひ実現に向けてお願い

したいと思います。 

 これ一つの例として交通費の部分、金額はちょ

っと別としまして、利用条件といいますか、助成

の条件として産前が14回、産後１回、出産時に１

回、計16回という、これ道の基準かもしれません

けれども、近距離ですので、確かに予算の関係が

あるので、厳しいということは十分承知の上で小

樽余市間の交通費をちょっと計算していただい

て、実際の妊婦さんの人数も含めて算出していた

だいて、ぜひとも１年でも２年でも早く実現に向

けて努力していただきたいと思います。 

そのことをお願いしまして、では質問を終わり
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ます。もし見解があればお願いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 先ほど申し上げましたとおり、子育て世帯とい

うか、出産への助成という前向きな質問を私は非

常に歓迎するべきもので、すばらしい質問だとい

うふうに思っています。いずれにしましても、こ

の分野は非常に重要ですので、予算の許す範囲で

前向きに取り組んでいきたいというふうに思って

おります。 

〇議長（中井寿夫君） 岸本議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５２分 

                              

再開 午前１１時０５分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位６番、議席番号15番、中谷議員の発言

を許します。 

〇15番（中谷栄利君） 私は、今定例会に当たり

２件にわたって質問しております。理事者におい

ては、要を得た答弁をお願いいたします。 

 １件目、余市町地域公共交通網形成計画につい

てです。（仮称）余市循環線が令和３年10月、１

か月間試験運行しました。計画では、実証運行の

結果を踏まえ運行内容を修正し、令和４年に本格

運行するとあります。さらに、郊外部、栄・登、

美園・山田及び梅川・沢・豊丘の３方面について

公共交通空白地域の解消を目指して、輸送方法の

選定及び具体的な運行内容の作成とあります。以

下、伺います。 

 １つ、（仮称）余市循環線の試験運行の結果と

運行内容と修正について検討されていることは何

かについて。 

 ２つ、郊外部の輸送方法の選定と運行内容の作

成に当たっての取組についてです。 

 ２件目、本町の文化財行政についてお伺いしま

す。北海道と北東北の縄文遺跡群が令和３年７月

27日に世界文化遺産に登録されました。世界的に

注目されているところですが、本町のフゴッペ洞

窟や西崎山環状列石をはじめ大谷地貝塚などは縄

文の生活、文化を今に伝える貴重なものです。縄

文を伝えるものは全道に点在しており、小樽や岩

内、ニセコにも見られます。文化財行政について

は国や道の協力が必要なところですが、後志関係

自治体の協力やさらなる埋蔵文化財の公開など情

報発信、振興が必要と思いますが、見解を伺いま

す。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、中谷議員の質問に

答弁します。 

 １点目の（仮称）余市循環線の試験運行の結果

についてですが、10月１日から10月31日までの１

か月間、朝６時台から夕方19時台まで全11便を運

行し、1,435人の利用があったところです。本試験

運行の結果、時間帯や曜日によっても利用者数の

違いがあり、現在詳細な分析を行っており、持続

可能な路線とするため適切な運行便数やダイヤ等

について12月10日に開催した余市町公共交通活性

化協議会の分科会での検討結果を踏まえ、具体的

な運行内容の案を作成し、協議会の中で合意形成

を得た後、運輸局へ届出等を行い、来年４月から

の本格運行を目指していきます。 

 ２点目の郊外部の輸送方法の選定と運行内容の

作成に当たっての取組についてですが、余市町公

共交通網形成計画においては令和４年度に郊外部

における新たな公共交通の運行について栄、登や

美園、山田、さらには梅川、沢、豊丘といった地

域で地域ごとに懇談会を開催し、どのような輸送

方法がよいか意見を伺うこととしており、令和４

年度に本格運行を目指している（仮称）余市循環

線や今ある現行路線にどのように接続するかなど

余市町地域公共交通活性化協議会の中で協議しな
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がら実証運行やその結果を踏まえ地域として合意

形成を図り、本格運行につなげていきたいと考え

ています。 

〇教育長（前坂伸也君） 15番、中谷議員の本町

の文化財行政に関するご質問に答弁申し上げま

す。 

 現在町内には埋蔵文化財包蔵地は65か所、その

うち縄文時代の包蔵地は39か所が登録され、フゴ

ッペ洞窟は年間１万人を超える来館者が訪れてい

ます。ご質問のとおり、本年世界文化遺産として

北海道・北東北の縄文遺跡群が登録されたところ

でございますが、その構成資産である貝塚や環状

列石は本町でも国指定史跡の大谷地貝塚や北海道

指定文化財の西崎山環状列石が存在しており、北

海道教育委員会や文化庁、専門機関などと連携し、

保存調査や公開に努めています。後志管内では、

平成22年度から小樽市と結んでいる定住自立圏構

想の下、圏域内の文化財、史跡など多様な文化資

産を保護し、その利活用を図る活動を実施してい

るところであり、これに伴う事業といたしまして、

令和３年度は10月29日に小樽市女性学級12名が西

崎山環状列石とフゴッペ洞窟の視察を行い、新年

早々に小樽市総合博物館が開催する企画展として

小樽、余市の縄文文化が開催され、余市町の縄文

時代の資料が21点展示される予定となっておりま

す。今後も北後志圏域内における文化財、史跡な

ど多様な文化遺産の情報を広く周知するととも

に、共同で文化遺産の調査研究、展示等を行うこ

とで利活用を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

〇15番（中谷栄利君） まず、余市町地域公共交

通網形成計画、試験運行についての結果と、それ

から今後の修正内容について、この部分について

再質問させていただきます。 

 結果について今協議会で12月10日に行われたと

いうことでありますが、これまでいろいろな形で

聞いている話では、なかなか乗車数が少なかった

り、時間帯にもばらつきがあるというのは答弁の

とおりなのですけれども、問題はルート地点での

見直しがどうなのか。南２線は雪のこともあり、

なかなか難しい路線だなと思っております。しか

し、今やはりこの大川地域のところでは特に私も

問題と思っておりますが、日常生活する上での買

物で公道、国道を走っているバスに乗ればという

話もありますが、日常的には生鮮食品や、それか

ら内風呂のない世帯が特にこの大川地域にも多い

ところで、そこに対する循環線についての期待が

私は非常に多いのではないかなと思っておりま

す。そういったところももちろんアンケートや調

査でしておられるところですが、そういったルー

トの見直しも含めてやはり検討されていてもよい

のではないかなと思いますが、今高齢者の抱えて

いる現状問題について生鮮、買物、そして内風呂

の問題、なかなか年金払いながらアパートで家賃

を払って生活している人もいる中で、生活が困窮

している実態は今も続いていると思います。生活

保護世帯においてもやはり家賃の上限が決まって

いて、お風呂がないところに生活ひしめき合って

いるのが実態ではないでしょうか。そういったと

ころに行き届いた町の運行する（仮称）余市循環

線でも送迎の面で活躍されること、大いに期待し

たいところですが、その部分についていかがでし

ょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、中谷議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 ちょっと質問の趣旨が明確ではないのですけれ

ども、ルートを見直したほうがいいというような

質問だというふうに解釈して答弁させていただき

ますと、この公共交通網形成計画の中でどの路線

がいいのかとかダイヤも含めて協議しているとい

うような状況です。 

〇15番（中谷栄利君） 協議会で協議していくと

いう話ですけれども、やはり試験運行やって、問

題点が何であるか、そして利用者が少なかったら
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それに対してのどういう対策が必要なのか、今の

高齢者の抱えている現状捉まえてどういった対策

が必要なのか、これはこの地域公共交通網形成計

画に当たって私は２回目の質問しておりますが、

その質問はあえて今回も協議会の状況見ての話だ

と思っておりますが、協議会で町行政が企画政策

課のほうでどういった問題点をこの協議会の中に

出し合って検討されているのか、そういった方向

性について確認するものです。その辺であえて答

弁再度お願いできればと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、中谷議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 ちょっとすみませんが、質問内容がよく分から

ないのですけれども、もう一度分かりやすいよう

にお願いしたいのですが、いずれにせよ協議会の

中で話し合っているということなのですけれど

も。 

〇15番（中谷栄利君） 要するに12月10日に試験

運行やった結果について協議会開催して、その内

容を捉まえて煮詰めた話でやるという話、答弁が

ありましたけれども、実際にこの協議会の中に試

験運行やった結果、考察をどのようにして、何を

捉まえて考察の問題として出したのか。社会背景

として私は高齢者の実態なんかも含めてお話しし

ていますが、そういったことも踏まえての話が出

たのかどうかも含めて答弁お願いしたいというこ

とです。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、中谷議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 協議会にどういう話を出したかというような質

問だと思いますが、これに関しては余市循環線の

試験運行の結果を踏まえて、どの年代が何時にど

のくらい乗っているのかですとか、要は中谷議員

が言う高齢者の実態ですとか、どの時間帯にどの

ぐらい人数が乗っているとかいう数値も含めて出

しているということです。 

〇15番（中谷栄利君） もちろん数値も大切なの

ですが、高齢者の今抱えている現状問題を踏まえ

て、この大川地域のスーパーだとか、そういった

ところはなかなか遠くなっている問題も話しまし

た。家賃払って年金生活している人、生活保護の

人の話もしました。そういった状況の中で大いに

期待されている問題なので、そういったところで

試験運行やった結果何を修正するのか、数字だけ

ではなくどういった考察をしているのか、その部

分に関わってあったら答弁お願いしたいと思いま

す。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、中谷議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 考察を含めた結果、修正するとすれば人が乗っ

ていないダイヤ等を修正することになりますが、

もちろんコストとかもかかりますので、コストに

見合うだけの公共交通網計画なのかというところ

も精査しなければいけないと思います。具体的に

どの点に問題があるのか明らかにしていただけた

らより適切な答弁ができると思いますので、論点

をちょっと明らかにしていただけたらうれしく思

います。 

〇15番（中谷栄利君） 既存の協会病院線を軸に

しながらこの余市町内で循環線という形で形づく

るためにあえて南２線ルートを雪の問題もあって

取りやめているということで、非常にこのルート

がどうなのかな、そして現状の抱えている人たち

の生活の状態捉まえたときにいろいろな問題も、

たとえアンケートや実態調査の中で出ていなくて

も十分現状として生活が困窮になっている、買物

に大変苦労している、そういう実態が分かると思

っております。そういった意味で、ルートについ

て言えば協会病院に折り返して、ふじ公園周辺を

通るルート、そしてイオンに折り返すということ

ではなく、やはり大川地域、そういった買物に対

して困っている人たちに対策打つようなルートが

必要だと思っています。国道の裏ルートを使うだ

とか、そういったことも含めて必要ですし、大川



 

－86－ 

  

地域のところではバス停に乗ってすぐお風呂に行

けるようなことも当然考えてもよろしいのではな

いかなと思っております。そういったことを対策

踏まえて、以前内風呂ない人たちの対策でも余市

町として行政とも協力していろいろな試験運行

も、個人の車活用しての試験運行もやったという

経過があるので、こういったことはどのように生

かされているのか。今の状態、生活実態がどうや

って把握されているのか、そういったこと踏まえ

て、ルートの見直しで利用者をさらに増やすため

にもそういった検討があってしかるべきではない

かなと思っておりますから、そのことをあえてど

のように考察しているかということを一くくりに

した質問になっていますが、ルートの見直し、そ

ういったことを含めていかがですか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、中谷議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 質問内容がちょっと明確ではなかったので、曖

昧な答弁にならざるを得ないというようなことが

ありますけれども、すなわち南２線を通せという

ことですよね。だとしたら、あとはおっしゃって

いた国道の裏ルートというのはどこのことかよく

分からないので、そこは答弁できないのですけれ

ども、南２線を通せという話であれば安全性の面

からそれは難しいというようなことでございま

す。 

〇15番（中谷栄利君） 国道の裏側って本当に曖

昧で申し訳ありませんが、既存の路線があるかと

思いますけれども、国道からに対しての海側の路

線としてあえて言わせていただきますが、そうい

うルートで通した場合と考えております。また、

バス停について設定されておりますけれども、入

浴施設に困窮している問題やそういったこと捉ま

えてバス停の設定する。例えば私が今時点で考え

るのは南２線に折り返すというルートもあるかも

しれませんが、それ以上に最善の方法があれば、

そういった対策も踏まえて考えていくべきではな

いかと思っております。私も南２線にこだわるも

のではありません。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、中谷議員の質問か

どうか分からないですけれども、質問に答弁させ

ていただきたいと思います。 

 ちょっと明らかに明確に質問をしていただきた

いのですけれども、国道の裏ルートというのは北

１線のことかなというふうに、分からないですけ

れども、思いますけれども、そこも狭くて、なか

なか安全上通れないということがあります。いず

れにしましても、循環線、様々な意見を拾い上げ

て、適切なルートを設定するように協議会のほう

で形成計画を練っているというようなことであり

ますので、その点はもちろん全員の需要を満たす

ということはなかなかできないかと思いますけれ

ども、最大限の需要を満たすようなルートで設定

しているということでございます。 

〇15番（中谷栄利君） では次に、公共交通網形

成計画の２問目で、郊外部についての対応なので

すが、懇談会を開催してという話がありました。

懇談会に当たってどのような時期に、またどこで

やるのかも含めて現在どのように考案されている

のか、答弁お願いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、中谷議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 ４年度に行うということ以外は決まっておりま

せん。 

〇15番（中谷栄利君） ４年度に行う話ですが、

やはり郊外部において本当に車を持たない人たち

においてもなかなか生活が厳しい状況の中でバス

がいつか、いつかと待っている状況です。そうい

った中で４年度に行うということであるのであれ

ば、早急に行ってもらいたいし、懇談会において

はどなたも参加しやすい、集会所で本当に膝を突

き合って話合いできるような、そういった開き方、

そして周知についても徹底してもらいたいなと思

っております。そういった開催の手法、周知、場
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所について、それから時期を早める問題について

いかがかと思いますが、どうでしょう。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、中谷議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 先ほど申し上げたとおり、４年度に行うこと以

外決まっておりません。 

〇15番（中谷栄利君） それでは、地域公共交通

網形成計画について一般質問、この分については

終わります。 

 本町の文化財行政について教育長から答弁いた

だきました。非常に今北海道・北東北の縄文遺跡

群、世界文化遺産ということで注目を浴びている

ということは皆さんも共通認識でおります。そう

いった中でこの新しく登録になった縄文に関わる

世界文化遺産、そこに来る人たちが特に後志やこ

の余市町、そして小樽、そういったところでこの

縄文につながる生活様式、そして今伝わるものが

どういったものなのか、そういったものをやはり

広げる意味でも注目浴びている今の時期にさらに

取組が必要な問題だと思って、あえて質問しまし

た。後志において、私の知っている限りですが、

岩内にも、それからニセコにもストーンサークル

はじめ遺跡があると思われます。そういった中で、

小樽と余市の協力という話はお話にありました

が、後志全体でそういった取組、連携するという

ことも他町村での協力という関わりでは必要な問

題ではないかなと思っています。そういったとこ

ろで、この注目浴びている状況の中で余市の縄文、

そういったところをどうやってここまできちんと

見てもらうようにアピールするか、そういった問

題について振興策、アピールが必要だと思ってお

りますが、特にインバウンドに対してもそうです

し、日本国内の皆さんにも状況知ってもらうため

にさらなる取組が必要だと思っていますが、今後

の方向性、計画についてどういったことを検討し

ているのか、もし考えがあればお伺いします。 

〇教育長（前坂伸也君） 15番、中谷議員の再度

のご質問にご答弁を申し上げます。 

 １点目のご質問にございました、まさにおっし

ゃるとおりでありまして、北海道・北東北の縄文

遺跡群というのは非常に注目をされております。

そういった中で、私先ほども答弁をさせていただ

きましたが、具体的な事業として小樽市との連携

について一例を挙げさせていただいたところでご

ざいます。内容について詳しくちょっとお話をさ

せていただきたいと思いますが、まさに北海道・

北東北の縄文遺跡群が注目される中で、その陰に

隠れがちな北後志縄文遺跡に光を当てることが目

的で多くの縄文遺跡が存在する余市町の余市川河

口付近から小樽西部地区の遺跡を一度に紹介する

ものでございます。余市町と小樽市の強い関連性

をアピールする絶好の機会であるということで捉

えております。そういった取組を積極的に進めて

まいりたいというふうに考えておりますし、イン

バウンドの話もございました。今文化財、観光と

の結びつきというのが非常にクローズアップをさ

れているというのは私も認識をしております。余

市にはたくさんのすばらしい遺跡がございますの

で、多くの皆さんに知ってもらいまして、これは

町とも連携をして観光振興や地域活性化の資源と

して大いに活用してまいりたいと、このように考

えております。 

〇議長（中井寿夫君） 15番、中谷議員の発言が

終わりました。 

 各会派代表者会議の開催、さらに昼食のため午

後１時30分まで休憩します。 

休憩 午前１１時３２分 

                              

再開 午後 １時３０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位７番、議席番号13番、安久議員の発言

を許します。 
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〇13番（安久莊一郎君） 今定例会に当たり、１

件の質問をいたします。答弁よろしくお願いしま

す。 

 件名、学校教育におけるアイヌ民族の学習につ

いて。2019年、アイヌの人々の誇りが尊重される

社会を実現するための施策の推進に関する法律案

が成立しました。この法律で初めてアイヌを先住

民族と規定しました。そして、民族の誇りを持っ

て生活できる環境整備や差別や権利、利益の侵害

の禁止も明記していますが、生活の実態は深刻で

あり、貧困の連鎖も差別も解消されていません。

また、2020年７月に民族共生象徴空間ウポポイが

開業され、アイヌ文化への関心が高まっています。

余市町でも新たな道の駅再編整備の中でアイヌ文

化の情報発信について検討されています。 

そこで、先住民族であるアイヌ民族についての

学校教育について考えていきたいと思っていま

す。平取町は道内で一番アイヌ民族の比率が高い

と言われている町ですが、そこの平取アイヌ協会、

木村二三夫副会長がアイヌの人たちがたどりたど

らされた歴史のほんの一部として次のように語っ

ています。御料牧場開場のために天皇の名の下、

川沿い周辺で平和に暮らしていたアイヌたちを集

め、牧場造りのため無償で強制労働を強要し、牧

場造りが終わるとまた天皇の名の下に犬、猫を追

っ払うかのように強制移住させるのです。移住に

逆らう者はチセを焼かれる。また、艱難辛苦の末

に眠りについた遺体の人権、尊厳を無視して、違

法な手段で研究のためとして盗掘された。いまだ

に北大からは謝罪はおろか誠意さえ示さないと語

っています。先住民としての権利保障を国際水準

に近づけることが急がれます。そのために教育の

果たす役割は大きなものがあります。そこで、教

育長に伺います。 

１つ、アイヌ民族の先住民としての権利が侵害

されてきた歴史を学ぶ取組は、小中学校でどのよ

うに行われているのか。特に同化政策については

どうか。 

２つ、余市町でのアイヌ教育の取組について。 

〇教育長（前坂伸也君） 13番、安久議員のご質

問に答弁申し上げます。 

 １点目のアイヌ民族の先住民としての権利が侵

害されてきた歴史を学ぶ取組につきましては、学

校教育の中で公益財団法人アイヌ民族文化財団が

作成した「アイヌ民族：歴史と現在」という副読

本を活用し、アイヌ民族の歴史や文化を学習して

おりますが、その中でアイヌ民族の先住民として

の権利が侵害されてきたこと、同化政策がなされ

てきたことが記載されております。 

 ２点目の余市町でのアイヌ教育の取組について

は、先ほどの副読本の活用のほか、小学校では余

市水産博物館を見学する学習機会を設けている学

校もあり、展示されているアイヌ民族資料の見学

を実施し、中学校では旅行的行事の際に民族共生

象徴空間ウポポイを見学するなどアイヌ民族の歴

史や文化の学習をしております。 

〇13番（安久莊一郎君） このアイヌ民族の問題

というのは非常に大きな問題で、多岐にわたりま

すから、今回は問題を絞ってお聞きしたいと思っ

ております。 

 今教育長からご答弁あったように、小学校、中

学校においてアイヌ民族についての記述に、教科

書の記述、それから今副読本の活用がありました。

そこでやられているということです。小学校の教

科書を見せていただいて、５年生からアイヌ民族

の記述が社会科ということでありますけれども、

そういうことを学んで、子供たちは学校で学習し

ているわけですけれども、今教育長もおっしゃら

れた先住民族というものの定義、これはどのよう

に捉えられているのか。そして、アイヌ民族が北

海道の先住民族であるということを、そのように

先住民族の定義からアイヌは北海道の先住民族で

あるということと考えていいのでしょうか。 

〇教育長（前坂伸也君） 13番、安久議員の再度
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のご質問に答弁をさせていただきます。 

 アイヌ民族の関係につきましては、平成19年９

月に国際連合総会において先住民族の権利に関す

る国際連合宣言が採択され、平成20年６月には衆

参両院においてアイヌ民族を先住民族とすること

を求める決議が全会一致で採決されたということ

で理解をしております。 

〇13番（安久莊一郎君） 歴史的な経過というの

ですか、アイヌ民族の先住民としての位置づけ、

これは今教育長が言われたように、国連の宣言、

そして衆参両院での決議、そういうもので確定と

いうか、初めて言われたのはその後ですけれども、

アイヌ民族が北海道の先住民族であるということ

は紛れもない事実として出ているわけです。歴史

的に国家の統治が及ぶ前から居住し、独自の文化

とアイデンティティーを喪失することなく同地域

に居住している民族ということで押さえていると

思うのですけれども、それで大事なところは北海

道の先住民族という位置づけ、アイヌ民族が先住

民族であるという位置づけが非常に大事なことだ

と思うのです。独自の、さっき私が言いましたよ

うに、アイヌ民族の文化は国家を構成する多民族

と異なる文化とアイデンティティーを持つという

ところにあると思うのです。北海道で考えれば、

松前藩が北海道の南のほうにいまして、そして北

のほうは、それ以外の土地は誰の土地でもなくて、

アイヌの土地だったわけです。アイヌの人たちが

自由にいろいろ狩猟とか採集とかで活躍していた

わけです。その中で和人とは別の独自の文化を培

ってきた。そこは、大事なことだと思うのです。

そこからアイヌ民族への先住民族としての大事な

役割、アイヌ民族としての活動というのですか、

生活、これを全部ひっくるめて大事なところとし

て押さえなければならないと思います。特にそれ

を子供たちが学んでいくということが非常に大事

なことだと思うのです。先ほど教育長が言われた

ように、副読本を使って教科書をさらに深めてい

くという取組は非常に大事なことだと思います。

それと、いろいろ博物館とか、それから修学旅行

なんかも使って研修していくということもこれか

らもどんどんやっていただきたい、そういう大事

なことだと思うのです。ただ、アイヌ民族の文化

を大事にするというときに文化財としてだけ考え

ないで、もっと広く考えなくてはいけない問題が

あると思います。それは何かといいますと、アイ

ヌの人たちが生活してきた、私が先ほど言いまし

たように、自然の中で自由に、自然との関わり、

これが、その中で生活してきた文化であるという

ことだと思います。室蘭工業大学の名誉教授であ

る丸山博さんという方がこのように言っておりま

す。先住民族の文化の特徴は土地や河川、海など

の水域や自然資源と結びつきの強さが挙げられ、

アイヌ文化も例外ではない。文化財に限定されて

いないと。例として、よく新聞でマスコミでも取

り上げられていますけれども、サケの遡上を祝っ

て行われるカムイチェプノミはサケを川で迎え、

それをカムイにささげる儀式であるにもかかわら

ず、サケを取るときには道の許可が必要になって

いると。これは先住民族に保障される自己決定の

権利や、それから派生する文化を享受する権利を

侵害していることは明らかですと、このように言

われております。ただ、私先ほど言いましたよう

に、アイヌ文化を考えるときは文化財だけではな

くて、このような生活の中で、生活を丸ごとつか

まえて考えていくということをしてほしいと思い

ます。ですから、学校教育の中でもただ博物館に

行ってアイヌ文化の展示物を見るということでは

なくて、先住民族としてのアイヌの生活そのもの

を考えていくということを考えていってもらいた

いと思うのですけれども、そういう取組は余市町

では努められているのでしょうか。 

〇教育長（前坂伸也君） 13番、安久議員の再度

のご質問にご答弁を申し上げます。 

 いろいろお話をいただきました。学校教育につ
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いてお話をさせていただきますが、先ほど答弁も

させていただきましたが、副読本には同化政策に

触れられております。差別をなくし、心豊かに生

きるためには互いの違いや存在を認め、尊重し、

共に生きていくことが大切であると記載をされて

おります。ご質問のありましたアイヌの方々の過

去の歴史や伝統、文化に十分に配慮された内容で

授業が行われているというふうに認識をしており

ます。 

〇13番（安久莊一郎君） そのようにこれからも

ぜひ教育委員会としても取り組んでいっていただ

きたいと思っております。 

 それから、教科書、小学校で５年生と６年生で

社会科でこのアイヌ民族については取り上げられ

ておりますが、一つ取り上げられていない問題と

してアイヌの遺骨の返還、集約の問題、アイヌの

遺骨が、先ほど私が平取の木村さんのお話を紹介

しましたけれども、その問題があります。これに

ついては教育長としてはどのように考えられてお

りますか。 

〇教育長（前坂伸也君） 13番、安久議員の再度

のご質問にご答弁をさせていただきます。 

 ただいまのご質問につきましては、私の個人的

な意見については申し述べることができません。

ただ、繰り返しになりますが、授業の中ではアイ

ヌの方々の過去の歴史に十分配慮された授業が行

われているということで認識をしております。 

〇13番（安久莊一郎君） ちょっと失礼しました。

私の意図は遺骨の問題、これがきちんと子供たち

に伝えられているかどうかということで、どのよ

うな取組がなされているか。もし遺骨の問題で学

校で取り組まれている例があればお教え願いたい

と思います。 

〇教育長（前坂伸也君） 13番、安久議員の再度

のご質問にご答弁を申し上げます。 

 学校では副読本、さらには教科書にのっとった

形で授業が行われていることと認識をしておりま

す。ご質問の遺骨の問題については承知しており

ません。ご理解を賜りたいと存じます。 

〇13番（安久莊一郎君） この問題をなぜ私が今

取り上げたかといいますと、遺骨の問題、これも

し我々の自分自身の遺骨、または親族の方の遺骨

が盗掘されて、お墓に入っているのをもう一回掘

り起こして、そしてそれを持ち帰って、その問題

です。これは、アイヌ民族だけでなくて、どの民

族でも非常に尊厳を奪われる問題です。だから、

非常に重要な問題だと思って、取り上げました。

今分かっている、政府のほうの文書によりますと、

アイヌの遺骨は人類学等の分野での研究対象とさ

れ、特に明治中頃から昭和初期にかけ日本人の起

源をめぐる研究のため大学の研究者等によって発

掘、収集が行われ、各大学に保管、文部科学省の

調査によると平成31年４月現在、北海道大学、東

京大学等12大学に約1,900箱の遺骨が保管されて

いるという問題です。残念ながらこの北海道の北

大でもそういうことはされている。それから、東

京大学でそれが行われて、アイヌの人たちは東京

大学にも非常に怒りを持っています。それについ

て誠実な返還、謝罪をもって返還をするというと

ころがまだなされていないというところに怒りを

持っているのです。ですから、この問題、非常に

大事な問題と思いまして、取り上げました。副読

本にまだもし記載されていないのであれば、ぜひ

ともそこにも書いてもらうし、それから授業の中

でも取り上げていっていただきたいと思います。 

 小学校の今余市で使っている社会科の教科書を

見せていただきました。そこにはきちんと記載が

されているのです、このアイヌの問題について。

例えば小学校、初めて習う社会、このアイヌの問

題で教科書、社会科で書かれていることは北海道

には昔からアイヌの人たちが住み、自然と共に生

きる暮らしの中で服装や料理など独自の文化を築

いてきましたと。これが最初子供たちが小学校で

教科書で目にする文言なのです。ですから、こう
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いうことをこの後５年生、６年生と教科書で習っ

ていきますけれども、そこにもきちんと記述がさ

れております、この差別の問題。それから、どう

してアイヌが貧しくなったのかという問題もあり

ますので、非常に大事なところだと思うのですけ

れども、ただこれを教科書の記述、副読本の記述

だけではなくて、本当に子供たちがアイヌ民族に

ついてよく分かったと。その中にはアイヌ民族の

子供たちもいると思うのですけれども、和人、ア

イヌ民族問わずこれから未来を背負っていく子供

たちが先住民族というものの意義、そしてそれを

昔の明治政府が同化政策という名の下にその民族

の誇りを奪っていった歴史、これを大事にきちん

と学んでいくということが大事なことだと思うの

です。だから、そのためにもぜひ教育委員会とし

ても力を尽くしていただきたいと思います。私は

今日は先住民族としてのアイヌの問題取り上げま

したけれども、先ほど余市町でのアイヌ民族の取

組についてお話しいただいたのですけれども、さ

らにこれからのアイヌ民族の教育での取組、これ

についてのもし見解があれば、教育長からお話し

願いたいと思います。 

〇教育長（前坂伸也君） 13番、安久議員の再度

のご質問にご答弁を申し上げます。 

 アイヌ民族の情報発信の場といたしましては、

博物館と運上家がございます。それぞれアイヌ民

族の貴重な文化財を展示をさせていただいており

ます。また、特に博物館につきましては今年度国

の交付金を使って博物館の展示改修工事を今現在

行っているところでございます。これによりアイ

ヌ文化に関係する展示の充実が図られるものと思

っております。そういったものを活用した中でア

イヌ文化の情報発信を行ってまいりたいと、この

ように考えております。 

〇13番（安久莊一郎君） ぜひそのことをやって

いっていただきたいと思います。 

 それから、もう一つ大事なことは、このアイヌ

民族の学習について取り組むときにやっぱり当事

者の生の声、これを聞くということが非常に大事

だと思うのです。いろいろな戦争に対しての体験

談だとか、原爆についても被爆者がいろいろな学

校にも行って話をするということが非常に子供た

ちの成長にとって、理解度にとって大切だと思う

のです。ですから、このアイヌ民族の問題につい

てもアイヌの人たちの生の声を聞く、そういうこ

とをぜひ考えていただきたいと思います。そのこ

とについてはどうでしょうか。 

〇教育長（前坂伸也君） 13番、安久議員の再度

のご質問にご答弁を申し上げます。 

 ただいまご提言がございましたが、昨年度登小

学校においてはアイヌ民族の学習を行っておりま

す。内容といたしましては、アイヌ民族に造詣の

深い方をゲストティーチャーにお招きをして、総

合的な学習の場で学びを深めております。そうい

ったこと、あとは博物館の見学等もこれは非常に

アイヌ文化を知る上で重要なことだと思っており

ますので、そういった部分も活用して学習を深め

てまいりたいと考えております。 

〇議長（中井寿夫君） 安久議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午後 １時５８分 

                              

再開 午後 ２時１０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位８番、議席番号８番、白川議員の発言

を許します。 

〇８番（白川栄美子君） 令和３年第４回定例会

に当たり、さきに通告の１件について質問いたし

ます。理事者におかれましては、前向きなご答弁

を望みます。 

 件名、３歳児健診及び就学時健診における視覚
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検査について伺います。子供の目の機能は３歳頃

までに急速に発達し、６歳から８歳頃までにはほ

ぼ完成し、生涯の視力が決まると言われておりま

す。平成３年に母子保健法の下で３歳児健診に視

覚検査が導入され、全国の自治体で視力検査が始

まりました。しかし、一次検査が家庭で行われる

ことで、３歳児では視力検査時の応答が正確でな

いことにより健診の受診率が高いにもかかわら

ず、多くの弱視が見逃されてきました。３歳児時

点で弱視等の目の異常が発見できた場合、治療に

よって十分な回復が見込まれますが、６歳になっ

て就学前に検査で見つかった場合は十分な視力を

得ることが困難という指摘もなされております。

今般日本眼科医会では３歳児健診の在り方を見直

し、30年ぶりに改訂した「３歳児健診における視

覚検査マニュアル～屈折検査の導入に向けて～」

を各都道府県や市町村に送付したとありました。

その中で３歳児健診の二次検査において視覚検査

に有用な屈折検査を導入して視覚異常を検出する

ことが望ましいとされておりました。以下、質問

いたします。 

 ①、本町では３歳児健診時の眼科検査はどのよ

うに行っているか伺います。 

 ②、３歳児健診で目の異常が発見されるケース

は毎年どのぐらいあるか伺います。 

 ③、就学時健診時の眼科検査はどのように行わ

れているか、また異常が発見されるケースはある

のか伺います。 

 ④、３歳児健診時に早期発見、早期治療が望ま

れる屈折検査導入について本町の考え方を伺いま

す。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ８番、白川議員の３歳児

健診及び就学時健診における視覚検査についての

質問に答弁します。 

 １点目の本町における３歳児健診時の眼科検査

についてですが、事前に視力検査紙と目に関する

アンケートを保護者に送り、家庭での視力検査を

お願いして、健診当日検査未実施のお子さんや見

え方が気になるお子さんについては健診会場で保

健師が検査を行い、健診医が視力検査結果及びア

ンケート内容を踏まえ、精密検査の必要性を判断

しています。 

 ２点目の３歳児健診での目の異常が発見される

ケースの状況ですが、精密検査の対象者は年に３

名から５名、精密検査の結果要治療、要経過観察

になるお子さんは年に一、二名となっています。 

 ４点目の３歳児健診時における屈折検査導入に

つきましては日本眼科医会が視覚異常の早期発

見、早期治療のため導入を推奨しておりますが、

本町では現在行っている視力検査の充実を図りな

がら、導入については導入自治体の状況を注視し

てまいります。 

 なお、教育委員会関係につきましては教育長よ

り答弁します。 

〇教育長（前坂伸也君） ８番、白川議員の３点

目のご質問に答弁申し上げます。 

 就学時健康診断の際に実施しております眼科健

診ですが、本町においては余市医師会を通じて眼

科医の派遣をお願いし、翌年度に小学校に入学す

る児童を対象に毎年10月に実施をしております。

ご質問にあります異常が発見されるケースにつき

ましては、令和３年度の実施結果では99人が受診

し、うち１人の児童について異常ありとの診断結

果が医師よりございました。 

〇８番（白川栄美子君） 今町長から答弁いただ

きました。余市町ではアンケート調査をし、健診

会場でもいろいろ行っているということなのです

けれども、一般的には札幌辺りも問診票を送った

りして、あとは簡単なキットも送って、それで親

が検査して、その問診票に書いたものをまた健診

場に持ってきて、それで判断するということをや

っているそうです。その会場で忘れた場合は、札

幌辺りはまた郵送するのです。郵送して、また持
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ってきてもらって、そういう形でやっているので

す。だから、あくまでも親が健診の下でやって、

それを役所のほうで判断するという方法なのかな

と。余市町もそういう部分では保健師がきっとそ

の場所で判断するのかなと思うのですけれども、

それが本当に適正かどうかということになるとち

ょっと難しいのかなと思うのですけれども、家庭

で行う検査というのは子供が騒いだり、また検査

の意味を理解できないこともあったり、また３歳

ぐらいの子供というのは検査する上で目の見え方

の悪さや目の異常なんて親には表現できないの

で、そういう部分では本当に家で検査した中のも

のを持ってきてとか、それから健診場に持ってき

て聞きながらやるということについては多分適正

に判断する材料にはならないのかなと思うのです

けれども、その部分はどのように判断しておりま

すか。 

〇町長（齊藤啓輔君） ８番、白川議員の質問に

答えさせていただきたいと思います。 

 私は眼科の専門家ではないので、３歳児の目の

見え方などに関しては適切ではないのではないか

と聞かれても答えることはできないのですけれど

も、通常３歳児を育てていたら日常生活の中で親

が何か目が見えていないのではないかというふう

に気づく事態は多々あるのではないかと、想像で

すけれども、想像するわけであります。したがっ

て、アンケートは一定程度の効果があるのではな

いかと、通常の想像力を働かせながら考えると、

そういう結果になるのではないかなというふうに

は考えています。 

〇８番（白川栄美子君） 確かにアンケート、全

くということではないとは思うのですけれども、

そういうのも適切にそれが判断の材料になるかと

いったら必ずしもそうではないということはお医

者さんも言われております。先日の決算のときに

健診の受診率で私も質問しました。そのときに３

歳児健診が100％でなかったかなと思っておりま

した。健診に来られなかった方は保健師が訪問す

るという答弁だったのかなと思うのですけれど

も、視覚検査については訪問されたときには同じ

ように進めているのだろうか、それともどうなの

ですか。そこの部分ちょっとお願いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ８番、白川議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 ３歳児健診の視覚検査の受診率に関してはおお

むね92％ほどであるというふうなデータは私の手

元にはあります。未受診者については保健師から

受診の勧奨は行っているということでございま

す。 

〇８番（白川栄美子君） 分かりました。未受診

者には勧奨しているというご答弁でした。本当に

親が真剣になってそれを捉えれば、必ずそういう

勧奨したのに応えて、親自身も子供のためにまた

検査とかするのだろうけれども、そうでない親だ

ったら多分そのままになっているのかなと思った

りもします。 

先ほど毎年どのぐらいいますかと言ったら、１

名か２名程度異常を発見されるのが、そういう形

で今答弁されておりました。３歳児といったら本

当に難しいというか、一番大変な時期なのです、

これ３歳児というのは。本当に仮にこれ弱視の疑

いがある場合、また就学前に早期発見、早期治療

するということを行う上で視覚の改善が見込まれ

ると言われているのですけれども、３歳児健診の

視覚検査は特に私たちも重要だと思っているので

すけれども、そういう部分で先ほどの町長の答弁

の、屈折の導入についての答弁ありましたけれど

も、ほかの自治体の動向見ながらということで理

解していいのかなと思うのですけれども、そこち

ょっとどうなのでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） ８番、白川議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 屈折検査の導入に関しては、北海道179自治体が

ありますけれども、そのうちの11の市町村が導入
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しています。後志管内での導入はないです。導入

しない理由としては、やはり対象者が少ないとい

うことと機器が高額であることと医療スタッフの

確保が難しいということが挙げられるというわけ

です。先ほど導入については注視するというふう

に言いましたけれども、こういう場合は単独で持

つというよりはやはり複数自治体で広域で連携し

たり、複数自治体で持つということが合理的では

ないのかなというふうに思いますので、そういう

ような状況も注視したいということでございま

す。 

〇８番（白川栄美子君） 先ほど就学時健診のと

きの状況も聞きました。その中では、99人のうち

１人が異常あったという報告なされていたのです

けれども、これ異常があった場合にお医者さんの

ほうから学校のほうには連絡来るのでしょうか。 

〇教育長（前坂伸也君） ８番、白川議員の再度

のご質問にご答弁を申し上げます。 

 健診時は、保護者の方も同伴、同席をいたしま

す。そういった中で医師の健診を受けるわけです

が、異常があった場合はそこの異常があった旨を

保護者の方に直接お伝えするということで対応し

ております。 

〇８番（白川栄美子君） 分かりました。 

でも、学校のほうでもそういった現状というの

は押さえていないのでしょうか。なぜそれ聞くか

というと、学校のほうでも押さえていないと、本

当に３歳児健診のときに見過ごされた状況が出て

くると、それが就学時の健診のときに影響が出て

くる。３歳児健診のときだったらまだ弱視が改善

される方向ができてくるのに、６歳児になると目

の状況が固まってくるので、そこは本当に難しい

状況が眼科医会のほうからも出されていることな

のですけれども、それで考えるとやっぱり教育委

員会のほうでもそういう部分もしっかり捉えた中

で、それこそ福祉課のほうとも連携取りながら何

か情報交換したほうがいいのかなと思うのですけ

れども、そういう部分って考えられないものなの

か。 

〇教育長（前坂伸也君） ８番、白川議員の再度

のご質問にご答弁を申し上げます。 

 診断結果、カルテについては学校のほうに行っ

ておりますので、そういった部分では学校との情

報共有はされているものと認識をしております。 

あと、就学時健診のご質問でございますが、子

供たちの健康、医療の部分については町部局の医

療担当者のほうとも十分に連携が取られておりま

すので、今後においてもそういった関係は維持し

てまいりたいと考えております。 

〇８番（白川栄美子君） ４番目の質問の中で町

長は機械は高額だから、ちょっと他の町村とも連

携取りながらやったほうがいいのかなという答弁

だったのかなと思うのですけれども、これ確かに

高額、100万円以上するのかな。でも、何かいろい

ろなのがあるのかな。フォトスクリーナー、スポ

ットビジョンスクリーナーというのが導入されて

いるところもあるのですけれども、この辺にはな

いですけれども、そういうのを導入して検査をや

ると、３歳児健診だったらすごく子供が動いて、

なかなか健診しづらいというのがあって、そうい

う機器を導入してやると簡単に数秒間で検査がで

きるというのがあるのですって。それを高額だか

らなかなか余市町独自で持つということにはなら

ないという答弁だったのかなと思うのですけれど

も、私は近隣の町村といっても人口的に少ないし、

余市は多いので、そこの部分は子供のことだし、

本当に弱視を出さないためにはやっぱり余市町で

も率先してこういうのをやっていただければいい

なと思うのですけれども、そこの部分、町長はど

ういうふうにお考えですか。 

〇町長（齊藤啓輔君） ８番、白川議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 あとはコストと人数が少ないと。精密検査がほ

とんどいないというような状況もありますので、
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先ほどの答弁のとおりになりますけれども、複数

の自治体での購入ですとか、そもそも道レベルで

保健所に導入してもらって貸し出すなど常に稼働

している状態のほうが機器を買う場合はもちろん

いいに決まっていますので、そういう状況が生み

出されるようなことを注視をしていきたいと思い

ますし、そのほうが一番合理的ではないのかなと

いうふうに思っています。 

〇８番（白川栄美子君） 確かに人数的にも少な

い。でも、見過ごされている部分というのは考え

ないのかなと思うのですけれども、就学時健診の

ときにも人数も少ないということもあるし、今現

在デジタル化になって、子供たちがそれこそゲー

ムやったり、それから、うまく出てこないのだけ

れども、そういうのをやって、結果親の携帯でい

ろいろなゲームをやって見ていると。それも３歳

児からそれを始めていると。だから、そういう部

分で目だって本当に衰えているのは確かだと私は

思っているし、まただからそういう部分であるか

らこそどんどんやっぱりこういうのは進めていか

なければならないし、効率化ということも考えた

ら保健所が持って、それを回しながら使うという

のも考えの一つだと思いますけれども、それであ

れば町としてもそういう方向でぜひとも買って回

してくださいという感じで要望出してもいいのか

なと思うのですけれども、そういう考えというの

はどうでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） ８番、白川議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 引き続き他の市町村の状況ですとか、北海道と

も連携しながらやっていきたいということでござ

います。 

〇８番（白川栄美子君） 分かりました。ほかの

町村とも連携しながらということです。ぜひほか

も声かけていただいて、いい方向に進んでいけれ

ばいいかなと思うので、よろしくお願いいたしま

す。 

 以上です。 

〇議長（中井寿夫君） 白川議員の発言が終わり

ました。 

 これをもって一般質問を終結いたします。 

                              

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事の都合により延会いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決しま

した。 

 なお、明16日は会議規則第８条の規定に基づき、

午前10時から議会を再開いたします。 

 本日はこれにて延会いたします。 

延 会 午後 ２時３１分 
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